電動自転車エコ通勤支援事業補助金交付要領

（通則）

第１条　電動自転車エコ通勤支援事業補助金の交付については、福井県補助金等交付規則（昭和４６年福井県規則第２０号）および安全環境部環境政策課所管補助金等交付要綱（平成１５年８月１２日、以下「要綱」という。）の定めによるほか、この要領の定めるところによる。

（目的）

第２条　この補助金は、自動車で通勤または通学（以下「通勤等」という。）している県民に対し、通勤等に使う電動自転車の購入経費を福井県（以下「県」という。）が補助することにより、自動車利用による通勤等から電動自転車による通勤等手段への転換を行い、過度に自動車に依存しない社会づくりを推進することを目的とする。

（補助金の交付）

第３条　知事は、福井県内に住所を有し、かつ補助金の交付申請時において通勤等手段が自動車利用による者であって、電動自転車の購入により通勤等手段を電動自転車利用に転換する者（以下、「補助事業者」という。）に対し補助金を交付するものとする。
　なお、補助事業者は、県税の滞納のない者とする。
（補助対象経費および補助金額）

第４条　補助対象経費および補助金額は次のとおりとする。

	補助対象経費
	道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２条第１項第１１号の２および道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号）第１条の３の規定に適合し、次の(１)～(３)全ての条件を満たす電動自転車の購入に要する経費

（１）電動自転車の購入費（次の（２）および（３）に係る費用を含む）１台あたり５万円以上のもの。
（２）自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律（昭和５５年１１月２５日法律第８７号）第１２条第３項の規定により福井県公安委員会が指定する者の行う防犯登録を受けたもの。
（３）財団法人日本交通管理技術協会による第一種TSマークまたは第二種TSマークが貼り付けられたもの。

	補助金額
	電動自転車１台の購入費に対して３万円とする。
※購入にあたっては、県内の販売店から購入するものとする。

※補助事業者１人あたり１台を限度とする。


（補助金交付申請）

第５条　補助事業者は、要綱第３条第１項に定める補助金交付申請書（様式第１号）に、別表１に掲げる関係書類を添えて、補助金交付申請書受付等の業務を行う団体（以下「団体」という。）に提出するものとする。

（交付決定）

第６条　知事は、前条の申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助事業者に対してすみやかに補助金の交付決定を行うものとする。

（交付条件）

第７条　補助金の交付決定に知事が付する条件は次のとおりとする。

（１）補助事業者は、電動自転車購入後、自動車利用から電動自転車利用による通勤等手段の変更を行うこと。
（２）補助事業者は、知事が補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るために、必要に応じて報告を求め、または現地調査を行おうとするときにはこれに応じること。

（３）補助事業者は、電動自転車をその法定耐用年数の期間、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って適正に利用すること。

（４）補助事業者は、電動自転車利用走行距離等使用状況に関する情報を提供すること。（別紙様式第①）

（５）県が推進する地球温暖化ストップ県民運動「ＬＯＶＥ・アース・ふくい」におけるわが家のエコ宣言への登録と実践を行うこと。

（６）福井県環境基本計画に基づく別表２に掲げるいずれかのプロジェクトを実施し、県の求めに応じ別途報告すること。

（中止の承認）

第８条　補助事業者は、やむを得ない理由により電動自転車の購入を中止しようとするときは、中止承認申請書（別紙様式第②）を知事に提出し、承認を受けなければならない。

（実績報告書および補助金の請求）

第９条　第６条の規定により補助金の交付決定を受けた補助事業者が電動自転車の購入により、通勤等手段を電動自転車利用に変更し、補助金の交付を受けようとするときは、要綱第６条および第７条の規定により、事業完了実績報告書および補助金交付請求書（様式第４号）に別表１に掲げる関係書類を添えて団体に提出するものとする。

（補助金の額の確定）
第１０条　知事は、前条の報告書等の書類の審査および必要に応じて行なう現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容およびこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
（取得財産等の管理）

第１１条　第７条第１項（５）の規定において、天災地変、その他補助事業者の責に帰することのできない理由により、電動自転車が毀損され又は、消失したときは、補助事業者は、その旨を知事に届けること。

（取得財産等の処分の制限）

第１２条　補助事業者は、福井県補助金等交付規則第２０条の規定により、法定耐用年数の期間内に電動自転車を処分する場合は、財産処分承認申請書（別紙様式第③）を県に提出し、知事の承認を受けなければならない。

（交付決定の取消し）

第１３条　知事は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、第６条の規定により交付決定を行った補助金の全部または一部を取り消すことができるものとする。

（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

（２）前号のほか、補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

（補助金の返還）

第１４条　知事は、前条の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

２　前項に基づく補助金の返還については、当該補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年１０．９５パーセントの割合で計算した加算金を併せて補助事業者から徴収するものとする。
３　第１項より付された期限内に納付がない場合は、返還の期日の翌日から納付の日までの日数に応じて、その未納にかかる金額につき１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金を併せて補助事業者から徴収するものとする。
（その他）

第１５条　この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項は、知事が別に定める。
　
附則　

　この要領は、平成２１年８月３日から効力を有するものとする。

　この要領は、平成２１年１０月２８日から効力を有するものとする。
































































































